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　昨年11月、アメリカのケンタッキー州レキシ
ントン市で行われたケンタッキー（バーボン）
ウィスキーカクテル世界大会で日本代表として
出場し、幸運にも初代世界チャンピオンの名
誉をいただきました。
　このカクテルコンクールは世界のウィス
キーファンに愛飲されているメーカーズマー
ク（バーボンウィスキー）を使用した大会で、
私は昨年９月に開催された日本の「メーカー
ズマーク・カクテル・コンペティション
2010」でグランプリをいただき、世界大会出
場となりました。世界大会にはイギリス、フ
ランス、ドイツ、ロシアなど世界各国から15
名が参加、日本代表は私１人でした。各国代
表の平均年齢は40代前半、私の息子より若い。
　審査方法はメーカーズマーク社が招待した
地元の顧客180名が各選手のカクテルをテイ
スティングし、色彩、香り、味覚、出来上が
りの美しさなど、自分の味覚に最もマッチし
たカクテルに一票を投じ、その総数にて優勝
者が決定するという公明正大なものでした。
　いよいよコンクールの幕が開く…。適度の
緊張感と高揚感！　私はある思い出に浸って
いました。
　昨年４月、私は初めてメーカーズマーク社
を訪問、研修のため車で移動中に見た風景に、
知らず知らずのうちに、かのスティーブン・
フォスターの名曲の数々を口ずさんでいまし
た。懐かしのケンタッキーのわが家（現在のケ
ンタッキー州歌）、オールド・ブラック・ジョー、

スワニー河、おおスザンナ、草競馬、金髪のジェ
ニー、そしてビューティフルドリーム…。
　帰国後、すぐに「ビューティフルドリーム」
と名づけたカクテルが完成しました。レシピ
は割愛させていただきますが、メーカーズ
マーク・ウィスキー、ピーチリキュール、ア
セロラジュースなどをシェークしたロングド
リンクスです。
　世界大会では「ビューティフルドリーム」
に圧倒的な得票をいただきました。審査員の
コメントは「あなたのカクテルは飲みごこち
がスムーズで美味しい」「メーカーズマーク
とピーチリキュールの香りと味のバランスが
良く素晴らしい」など、お褒めの言葉をいた
だきました。各国選手から祝福の握手、審査
員や顧客から歓声と拍手の波…。
　74歳にして素晴らしい体験ができました。
私どもバーテンダーという職業は「幸せ配達
人」だと思います。生涯、技術・知識の修得
のみならず、豊かな人間性の構築に努めるこ
と、「日々是道場」、常にお客様が幸福になる
よう励んでいきたいと思います。
…………………………………………………
　筆者略歴　昭和11年生まれ、74歳。昭和43年、「絵
里香」開業、（社）全国生活衛生同業組合中央会
理事長表彰（平成17年）。現在、社団法人日本バー
テンダー協会顧問、毎年開催される「ワールド・

カクテル・コンペティション」の審査員も務める。
若手・中堅バーテンダーの指導・育成のほか、地元
の活性化のために活躍中。

カ
ク
テ
ル
世
界
大
会
奮
戦
記

バー「絵里香」（東京・銀座）
オーナー・バーテンダー

中村　健二

筆
者
（
写
真
右
）
と
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
し
た

「
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
ド
リ
ー
ム
」（
左
）



2　生衛ジャーナル　2011/7

　東日本大震災によって沿岸部の町が大津波に
根こそぎ流されてしまった宮城県南三陸町。町
はまだガレキが残るが、海はブルーとエメラル
ドグリーンの美しい色合いに戻っている。志津
川湾の高台に建つ「南三陸ホテル観洋」は、震
災で１、２階が浸水したものの比較的軽微な被
害で済んだ。現在は避難所としての役割を果た
しながら、２つのレストランを営業、ホテルと
南三陸町の復興に向けて努力を続けている。

　「南三陸ホテル観洋」は、朝日が昇る志津川
湾の景色と三陸産の新鮮な魚介類が並ぶ食事で
人気の高いホテルである。
　地震が起きた３月11日14時46分、女将の阿部
憲子さんはホテルのロビーにおり、館内には60
人余りのお客様が滞在中だった。避難訓練をし
ていたとおり、各フロア担当者がお客様を誘導、
外の高台に避難した。そして防災無線から大津
波警報が流れる。
　阿部さんと数人のスタッフは建物の安全確認
のため館内に残った。「ホテルは硬い岩盤に建っ
ていますから建物はまず大丈夫、高い位置にあ
るのでロビーがある５階までは波はこないと思
いました」。その判断は的確だった。そのうち

近隣の住民も、周辺の高台に一軒しかない同ホ
テルに続々と避難してきた。そしてロビーの大
きな窓を通し、ホテルの２キロメートルほど北
にある南三陸町の志津川地区が津波にのまれて
いく様子を呆然と見つめることになった。
　ライフラインは全てダウン、ホテルは１、２
階が津波による浸水でメインの露天風呂が壊
滅、水とプロパンガスの大きいタンクが使用で
きなくなった。使えるのは60トンの水と小タン
クのガス。震災２日後に重油使用の自家発電で
電気は８割程度使えるようになった。
　震災当日、ホテルには住民約170人、スタッ
フ約120人、宿泊客60人と合わせて約350人が集
まっていた。阿部さんは孤立状態になると考え、
まず料理長に３か所の厨房にある冷蔵庫の食料
を確認し350人が１週間食べられる献立を立て
るよう指示。「他のスタッフも自宅の状況や家
族の安否が確認ができない中、覚悟を決めて皆
さんのお世話に力を尽くしてくれました」。
　周辺状況は、鉄道が寸断され、道路にはガレ
キがあり、橋も落ちて、ホテルはやはり孤立状
態。しかし幸い警官が駆けつけ、通れる道路の
情報を提供してくれたため３月13日から宿泊客
と住民を送り出す。ホテル所有のバスで、仙台
方面や隣接する登米市の指定避難所へと送り、
完了したのは17日朝だった。

　震災後10日
前後から、ボ
ランティア団
体、自衛隊に
よる救援物資
が届き始め
た。地元企業
が給水車を派
遣、毎日80ト
ンの水をホテ

復興へ住民と共に奮闘中
お 店 探 訪

ホテル外観 ホテルのスタッフと一緒の阿部さん（右端）
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ルに供給する支援も。ホテルは今、家を失った
スタッフと家族や近隣住民を受け入れ、600人
がともに暮らす避難所となっている。
　「ここで住民の方々のお世話をしなければ町
の復興につながらないですからね。衣食住を提
供するホテルの強みを生かした貢献です。子ど
もたちが転校しなくていいように、事業者や商
店主が商売をこの町で再開できるようにと願っ
て、ともに頑張っています。やはり人の絆が大
切ですね」と阿部さんは話す。
　４月15日に町の電気は復旧したが、水道はま
だ。ホテルで使う水は通常毎日300トンのとこ
ろ80トンと足りないため、風呂とトイレは週ご
とに使える階を替えるなど協力し合って節約に
努めている。そんな不便の中、ホテルでは時々
ロビーで「お茶っこの会」を開き、避難者同士
やスタッフとの交流を楽しんだり、ひまわりを
育てようと一緒に園芸作業をしたり、衣類のフ
リーマーケットをしたり、生活を快適にする工
夫を行っている。また多くの芸能人が入れ替わ
りに訪れて、コンサート、お笑いやマジック
ショーなどを開催、住民を元気づけている。
　ホテル自体も復興へと動き出した。４月23日
に別棟のレストラン「海フードBBQ」を再開。
以前と同じ海鮮料理の食材は調達できないた
め、カレー、ナポリタン、おにぎりといったメ
ニューでランチのみの営業としている。若手ス

タッフがブログで再開
を発信、また「営業中」
と書いたダンボールの
大きな手書き看板を
持って道端に立った。
すると、車で通りかか
る人が次々に訪れて予
想以上の来客数にな
り、翌日は満席に。ス
タッフも久し振りに接

客業に戻ったと気合が入ったとか。お客様から
は「よくぞ開いてくれた」「石巻の避難所から
来たが震災後初めて温かいものを食べた」と喜
ぶ声が寄せられた。同月29日には館内のレスト
ラン「シーサイド」も再開。こちらは仙台市場
から仕入れた魚で、日替わり定食、まぐろ丼、
鮭いくら丼などを提供している。一般宿泊につ
いては、不便を承知してくれるならと受け付け
を再開。ブログもスタッフが交代で更新し「福
興」の言葉も表れた。ホテルは徐々に営業態勢
を整えている。
　「ホテルが守られた意味を考え、町のことを
考えて動くのが私たちの務めだと思います。町
から若い人が離れつつありますが、観光業は裾
野の広い商売、ここで雇用をできるだけ確保し
て、再び美しく住みやすい町にしたいですね」
と、阿部さんは前を見て進んでいる。

「南三陸ホテル観洋」
住所：宮城県本吉郡南三陸町黒崎 99－ 17　　代表者：阿部　憲子さん　　電話：0226・46・2442

「シーサイド」の日替
わり定食（1,575円）㊤
まぐろ丼（1,260円）㊦

㊧５階ロビーから志津川方向を望む、㊨津波は３階建ての町の防災庁舎を超える高さだった

レストラン「シーサイド」
の入り口に張り出され
た節水お願いの紙
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センターにゅうす

平成23年  春の叙勲・褒章受章者

◆叙勲（敬称略・50音順）
◇…旭日小綬章…◇

▽伊藤　　毅＝現・全国中華料理生活衛生同業
組合連合会会長（東京都）
◇…旭日双光章…◇

▽上野　和美＝元・岐阜県食鳥肉販売業生活衛
生同業組合理事長

▽大坂　辰一＝元・福井県社交飲食業生活衛生
同業組合理事長

▽勝又　　敏＝現・北海道麺類飲食業生活衛生
同業組合理事長

▽澁田　正則＝現・全国飲食業生活衛生同業組
合連合会副会長（佐賀県）

▽澁谷　　稔＝元・埼玉県中華料理生活衛生同
業組合理事長

▽鈴木　幸通＝現・島根県食肉生活衛生同業組
合理事長

▽松井　義三＝現・大阪府理容生活衛生同業組
合理事長

▽山田　昭治＝元・全国クリーニング生活衛生
同業組合連合会副会長（兵庫県）

▽山屋　　隆＝現・岩手県公衆浴場業生活衛生
同業組合理事長

▽横山　年勝＝元・宮崎県理容生活衛生同業組
合理事長

▽吉田　秀治＝元・富山県公衆浴場業生活衛生
同業組合理事長
◇…旭日単光章…◇

▽相原　菊男＝現・静岡県美容業生活衛生同業
組合副理事長

▽片桐　道好＝現・三重県喫茶飲食生活衛生同
業組合副理事長

▽金山　悦子＝元・鳥取県美容業生活衛生同業
組合副理事長

▽上永吉正人＝現・大阪府食肉生活衛生同業組
合副理事長

▽熊谷　安孝＝元・愛知県喫茶飲食生活衛生同
業組合副理事長

▽小池　敏博＝元・大分県飲食業生活衛生同業
組合副理事長

▽髙澤　信男＝現・東京都中華料理生活衛生同
業組合副理事長

▽中山　富雄＝現・大阪府飲食業生活衛生同業
組合副理事長

▽丸口　道義＝現・香川県飲食業生活衛生同業
組合副理事長

▽美除芙美子＝現・兵庫県喫茶飲食生活衛生同
業組合副理事長

◆藍綬褒章（敬称略・50音順）
▽上月敬一郎＝現・全国旅館ホテル生活衛生同

業組合連合会副会長（大分県）
▽今野　昇一＝現・福島県食肉生活衛生同業組

合理事長
▽田中　秀樹＝現・全国麺類生活衛生同業組合

連合会副理事長（東京都）
▽橋本　邦芳＝現・長崎県料飲業生活衛生同業

組合理事長

　平成23年春の叙勲・褒章の受章者については、東日本大震災の発生で決定が遅れておりましたが、
６月中旬に閣議決定され、４月29日に遡って発令されました。
　このたびの受章者のうち、生衛組合関係（生活衛生功労）の受章者（叙勲22名、藍綬褒章４名）
は次のとおりです。受章者の皆様おめでとうございました。
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せいえい
掲 示 板
せいえい
掲 示 板

♣「藤うどん」創作コンテスト

　埼玉県春日部市の花である藤にちなんだ特
産品「藤うどん」を広めようと、創作料理の
オリジナルレシピコンテストが春日部市商工
振興センターで開かれた。
　埼玉県麺類業生活衛生同業組合春日部支部
（堀田外治支部長）などが主催、市民から22
点の応募があり、このうち書類審査で選ばれ
た５点について応募者が実際に調理しておい
しさを競った。
　藤うどんは「アヤムラサキイモ」の粉末を
練り込み、藤の花の淡い紫色を出している。
コンテストではこの色を生かしているかどう
かが評価のポイントになった。
　最優秀賞に選ばれたのは、団体職員の岩永

つぎ子さんの「ア
ジアン巻き」（写
真左）。藤うどん
をキムチ、シソ、
ごまだれと一緒に
ライスペーパーで
包んだ。また、優秀賞にはだし汁に豆乳を混ぜ、
鳥そぼろなどを添えた東彩ガス「グルメ倶楽
部」の「藤奴

やっこ

うどん」（写真右）に決まった。
　受賞した２品は、７月１日から１か月間の
期間限定で市内のそば・うどん店３店で販売
された。

せいえい
掲 示 板
せいえい
掲 示 板

★浴場組合とCSチャンネルが共同PR

　東京都公衆浴場業生活衛生同業組合（関稔
幸理事長）は６月４日から、CS放送の演歌、
歌謡曲の専門チャンネル「歌謡ポップスチャ
ンネル」と、高齢者をターゲットとした共同
PRキャンペーンを始めた。
　約300万世帯で視聴可能な同チャンネルは
主に60歳以上に人気がある。一方で、都内

の銭湯利用者も60歳以上が６割を占める。
主な顧客層が重なることからPR活動で協力
することになった。
　同チャンネルは環境に優しい銭湯の利用を
呼びかける30秒CMを放送。また、番組の
PRポスター 3,000枚を作成し、同組合加盟
の銭湯約800軒に配布し、店内に掲示しても
らう。
　URL　http://www.1010.or.jp

♠県と組合が子育て応援協定

　公衆浴場での入浴を通じて、子どもたちに
マナーや地域との交流を学んでもらう「浴

よく

育
いく

」を進めようと、兵庫県公衆浴場業生活衛
生同業組合（月山昇商理事長）はこのほど兵
庫県と「子育て応援協定」を結んだ。
　同協定は、県が平成18年度から子育て応
援に積極的な企業や団体を資金的に支援しよ
うと結んでいる。
　今回の協定によって、組合加盟の銭湯では
子どもたちに入浴マナーを教えたり、公衆浴
場の歴史や文化を学べるポスターを貼ったり

するほか、けん玉や将棋などの伝統的な遊び
を楽しめる場を作り、地域の人々との交流を
深める。今年度は銭湯10軒での実施を予定
している。
　神戸市中央区で開かれた締結式では、県の
久保修一・健康福祉部長が「銭湯という昔か
らある地域コミュニティーを生かし、地域全
体での子育てを進めてほしい」と期待を表明、
同組合の月山理事長も「ゲタばきで気軽に来
て、様々なことを学べる寺子屋のような良さ
を子どもたちにも知ってもらい、大人になっ
ても足を運ぶようになってほしい」と応じ
た。
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東日本大震災関連情報

　平成23年（2011年）東日本大震災による被害
に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
　今般の東日本大震災の発生を受け、被災地域
の生活衛生関係営業の復興及び被災した生活衛
生関係営業者に対する様々な支援対策等につい
て、その概要についてご紹介します。

１．被災状況について
　健康局生活衛生課では、各生活衛生同業組合
連合会のご協力をいただき、被災された営業者
の状況について情報を収集して参りました。今
回はその概要について現時点で把握できた範囲
でご報告させていただきます。

　上記のほか、青森県、茨城県、栃木県、群馬
県、千葉県、長野県の６県にわたり被害が発生
しております。
　今回ご報告しました被災の状況はこれまでに
判明しているものを集計した結果であり、実際
の被害は、より甚大であることは間違いありま
せん。これからも各連合会の協力を得て情報を
収集し、より正確な被害状況の把握に努めて参
ります。
２．税制及び融資制度について
東日本大震災への税制上の対応について

　現行税制をそのまま適用することが被災納税
者の実態等に照らして適当でないと考えられる
もの等について、緊急の対応として、「東日本
大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特
例に関する法律」（震災特例法）が平成23年４
月27日に施行されました。

　被災した個人向けの支援では、住宅や家財等
に係る損失の額に応じた所得税の減免を平成22
年分の所得から適用できる特例措置が設けられ
ました。
　被災した法人向けの支援では、震災損失金額
がある場合に、その震災損失金額の全額につい
て２年間まで遡って繰戻し還付する特例措置が
設けられました。
　また、被災自動車の廃車時における自動車重
量税の特例還付や買替えに係る自動車重量税を
免税する特例措置の他に、津波により甚大な被
害を受けた区域内の土地及び家屋に対する固定
資産税等の課税免除の特例措置が設けられまし
た。
　揮発油税等に係る「トリガー条項」について
は、大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し、
一時凍結されました。
　なお、上記の緊急対応に加え、全体の復興支
援策の中で税制で対応すべき施策については、
後日取りまとめられることとされています。
　（参考）
（東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ）
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osira	
se/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm
融資制度について

　日本政策金融公庫の融資制度の拡充等によ
り、被災した生活衛生関係営業者の資金繰りを
支援していきます。
「東日本大震災復興特別貸付」の創設
　既存の震災対応融資制度の融資限度額や適用
利率等の融資条件を大幅に拡充した特別な融資
制度を創設。主な拡充内容は、直接及び間接被
害を受けた方の融資限度額の上乗せ可能額を
「3,000万円→6,000万円」、適用利率を「3,000万
円の範囲内で当初３年間最大▲1.4％」などで
す。
「生活衛生改善貸付」の拡充
　融資限度額の拡大「1,500万円に別枠1,000万

岩手県 宮城県 福島県
地震・津波に
よる被害件数 11業種563店舗 12業種1,121店舗 10業種604店舗

原発事故によ
る避難件数 － － ３業種168店舗

組合員の死亡
者数 ４業種20人 ６業種36人 ２業種４人

組合員の行方
不明者数 ２業種12人 ５業種９人 －
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円を追加」。別枠分については「当初３年間、
経営改善利率から▲0.9％利率引下げ」を実施。
無担保・無保証で利用できます。
詳細は日本政策金融公庫（事業資金相談ダイヤ
ル）：0120－154－505
特別利子補給制度について

　日本政策金融公庫の「東日本大震災復興特別
貸付」の利用者のうち、地震や津波で事業所な
どが全壊・流失した場合等の事業者に対して、
支払った利息を年度末に還元する、国による利
子補給制度を創設しました。
３�．「被災営業者による被災者支援プログラム」
について
　生活衛生関係営業対策事業費補助金を重点的
に活用し、「被災営業者による被災者支援プロ
グラム」を創設して、生活衛生関係営業者によ
る地域再生への貢献に対する事業に支援を行い
ます。
　具体的には、組合及び連合会が実施する「東
日本大震災被災地において生活衛生関係営業に
よる地域の再生に資する事業」として、被災し
た理容師・美容師が仮設店舗で簡易理容室又は
簡易美容室を開設する際のハサミ等の配布、被
災したクリーニング店が共同で利用できるク
リーニング工場を設置する事業を支援するほ
か、日本政策金融公庫からの低利融資の確保な
ど、都道府県センターによるコーディネートも
行いながら、支援を進めることとしています。
４．中小企業庁の仮設店舗事業について
　仮設施設整備事業については、市町村からの
要請に基づき、中小企業基盤整備機構が仮設施
設（店舗、事務所、工場等）を整備し、市町村
を通じて事業者の皆様に無償で貸与するもので
す。厚生労働省では中小企業庁と連携し、仮設
店舗入居の支援を行いますが、入居を希望する
営業者の方は、市町村に入居希望を伝えること
が必要です。

５．夏期に向けた節電対策について
　東京電力及び東北電力管内では夏期における
深刻な電力不足が予想されます。社会的に影響
の大きい計画停電や突然の大規模停電を避ける
ため、５月13日に政府の電力需給緊急対策本部
において「夏期の電力需給対策」が策定され、
７月から９月にかけて東京電力及び東北電力管
内の官民が一体となって節電に取り組むことと
されました。
　具体的には、大口需要家（500kW以上）、小
口需要家（500kW未満）及び個人・家庭が等
しく昨年のピーク時から15％の抑制を節電目標
として取り組むことになります。
　また、厚生労働省では６月７日に「厚生労働
省節電実行計画」を策定し、政府目標を大幅に
上回る節電目標（たとえば大口需要施設におけ
る25％の抑制など）を設定し節電に取り組むこ
ととしております。
　組合及び連合会の皆様におかれましては、営
業者が具体的な節電行動を行えるよう、都道府
県センターや地域の自治体等と連携しながら、
啓発活動や節電行動計画の作成に対する支援、
個別訪問等を通じた具体的取組方法等について
の情報提供、協力依頼などについて積極的に取
り組んでいただきますようお願いいたします。
　また、節電行動の一環として企業が営業活動
の短縮・シフト、夏期休業の設定・延長等に取
り組む例が増えるなか、従来より早く仕事を終
える会社員らを顧客ターゲットとした商品・
サービスの提供など新しいビジネスの工夫など
により、営業活動が活性化されることが期待さ
れています。
（参考）
（政府の節電ポータルサイト）
http://setsuden.go.jp/
（厚生労働省節電実行計画）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520	
00001eot6.html

厚生労働省から
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日本政策金融公庫（国民生活事業）から

シーン別にみる消費者の外食先の選び方
	 日本政策金融公庫	国民生活事業本部

生活衛生融資部	生活衛生情報支援グループ　竹迫　将央　

　今回は、日本政策金融公庫	国民生活事業が2011年２月に実施した「生活衛生関係営業活性化調査　～飲食
店の経営取り組みと消費者意識調査～」の結果から、消費者の飲食店に関する意識についてご紹介します。

　食事のシーン別（昼食、夕食、
酒席、イベント（誕生日、記念日
等）。以下同じ。）の外食先選択方
法をみると、「自分がよく利用し
ている店から選択」の割合は、昼
食、夕食で高くなっており、「都
度情報をあらかじめ収集して選
択」は、酒席やイベント（誕生日、
記念日等）で高くなっています（図
－１）。

昼食 夕食 酒席 イベント（誕生日、記念日）80
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0

　（複数回答）
（％）

６７．０
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ら
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収
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ら
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択

そ
の
他

２５．９

４４．３

５３．９
６２．７

２３．０２３．８２０．９

８．７ ６．９５．９

１６．６
１２．６

図－１　シーン別の外食先選択方法

　　　［調査概要］
飲食店の経営取り組み調査 飲食店に関する消費者意識調査

調査対象 日本政策金融公庫の取引先の飲食店
札幌市、仙台市、東京都（23区）、横浜市、
千葉市、さいたま市、金沢市、名古屋市、
京都市、神戸市、大阪市、広島市、高松市、
福岡市、熊本市に在住の20代～ 60代の男女

調査方法 郵送、無記名によるアンケート調査 インターネットによるアンケート調査
回 答 数 753社 5,126人

～酒席やイベント時は都度情報をあらかじめ収集する割合が高い～外食先選択方法

　消費者はどのような情報をもと
に外食先を選ぶのかについてみる
と、外食先の情報源は、「よく利
用している店の中から選ぶ」が多
くなっており、このことからも顧
客のリピーター化の重要性がうか
がえます（図－２）。シーン別に
みると、フリーペーパーや飲食店
の情報検索サイトは酒席が最も多
く、店のホームページ情報はイベ
ント（誕生日、記念日等）で多く
なっています。一方、ブログや口
コミサイトの情報は10％程度と
なっています。

昼食 夕食 酒席 イベント（誕生日・記念日等）
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図－２　シーン別の外食先の情報源

～酒席ではフリーペーパーや飲食店の情報検索サイトの活用が多い～外食先の情報源
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　よく利用する店舗を選ぶ理由は、どのシーンでみても「味の良さ」が最も多くなっているものの、
シーン別で特徴がみられます（図－３）。昼食は、他のシーンと比較して、「価格の安さ」や「一人
での入りやすさ」、「入店までの待ち時間」、「料理が出てくるまでの待ち時間」、「アクセスの良さ」
が多くなっています。夕食、酒席、イベントでは、おおむね同様の傾向がみられますが、夕食では、
「味の良さ」や「料理のボリュームの多さ」が多く、酒席では、「営業時間の長さ」や「座席数の多さ」
が多くなっています。

　外食先の変更理由は、「メニューに飽きた時」が44.7％と最も多く、以下、「不快な思いをした時」
42.7％、「新しいお店ができた時」37.3％となっています（図－４）。「メニューに飽きた時」や「味
に飽きた時」など料理に関するものの一方、「不快な思いをした時」や「サービスがよくないと感
じた時」のようにサービスに関連す
るものも上位を占めています。
　男女別にみると、「メニューに飽
きた時」や「味に飽きた時」は男女
間にほとんど差がありませんが、
「不快な思いをした時」や「サービ
スがよくないと感じた時」は５ポイ
ント程度、「新しいお店ができた時」
や「お店の新しい情報が入った時」
は10ポイント程度、女性の方が男性
よりも高くなっており、女性の方が
サービス面や新しい情報面に敏感
であることがわかります。

全体 男性 女性
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図－４　外食先の変更理由

～メニューに飽きた時、不快な思いをした時が上位を占めている～外食先の変更理由

～昼食は価格の安さ、一人での入りやすさが多い～よく利用する店舗の選択理由
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図－３　よく利用する店舗の選択理由
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　私たち消費者は、家で台所仕事をしている時
に、家族との団欒中に、あるいは勤務先で黙々
と仕事をしている時に突然訪問されたり、電話
がかかってきたりして業者の販売活動に巻き込
まれることが往々にしてあります。そして、そ
の業者の執拗かつ巧妙な話術にのせられ、また
職場においては周囲の目を気にするばかりにや
むなく契約に至り、トラブルに巻き込まれる
ケースは枚挙にいとまがありません。
　もし仮に、消費者から事前の求めがない限り、
消費者に対する訪問、電話、ファックス、電子
メールでの飛び込み勧誘を一律に禁止する、こ
のような「飛び込み勧誘（不招請勧誘）禁止」
という規制があれば、消費者被害の多くは未然
に防げるのではないでしょうか？
　しかし残念ながら一部の金融商品にのみこの
規制があるだけです。ですから、私たち消費者
は突然の勧誘に対し、いろいろ情報を収集し、
毅然として断るなど、自分で自分の身を守らね
ばなりません。

　特に高齢者の消費者被害が多く発生していま
す。高齢者は｢お金｣｢健康｣｢孤独｣に不安を持っ
ているといわれています。悪質業者は言葉巧み
にこれらの不安をあおり、親切にして信用させ、
年金や貯蓄などの大切な財産を狙っています。
また、自宅にいることが多いため、訪問販売や
電話勧誘販売による被害が多いのも特徴です。
そこで被害にあわないための未然防止として、
高齢者をターゲットとした契約トラブルを紹介
します。

［事例１］　貴金属等の訪問買い取り

　突然、「震災で貴金属が不足している」、「不
要な指輪や和服を高額で買い取る」等と言って

訪問してきた。断ったが、とにかく見せて欲し
いと執拗で強引なので、もう使っていないネッ
クレスをみせた。即座に１万円で買い取るとい
われ、売ってしまった。あとから、買ったとき
に比べて価格があまりにも安いと思うようにな
り、翌日業者に連絡してキャンセルしたいと伝
えたが、領収書に「解約不可」と書いてあるし、
「既に金属を溶かしてしまった」と断られた。
健康保険証のコピーを渡してあり、個人情報が
悪用されるのではないかと心配になった。

　［アドバイス］
　クーリング・オフ制度は訪問販売の場合には
適用されますが、貴金属等の買い取りサービス
は、消費者が業者に代金を払って商品やサービ
スの提供を受けるわけではないため、業者が消
費者の自宅を訪問して契約してもクーリング・
オフはできません。またいったん業者に品物を
引き渡すと、解約や返品を申し出ても応じられ
ることはほとんどありません。業者の連絡先さ
えわからない場合もあります。
　トラブルに遭わないためには、不意に業者が
訪問してきても、買い取ってもらうつもりがな
いのであれば、毅然として断ることが大事です。
このような業者は「古物商許可証」または「古
物行商従業者証」を携帯する必要があります。
仮に契約するのであれば、その前にまず許可証
の提示を求めることが大事です。

［事例２］　外国通貨

　A社から「イラクの通貨ディナールを持って
いないか。当社が30倍で買い取る」と何度も電
話があり、後日、Ｂ社からイラクの通貨の購入
案内パンフレットが届いた。おいしい買い取り
の話を信用し、転売すれば儲かると思い、Ｂ社

高齢者を狙う悪質商法
～貴金属等の買い取り、外国通貨、未公開株・社債～

＜㈳全国消費生活相談員協会　消費生活専門相談員　飯田　雅子＞
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消費生活相談の現場から

から25,000ディナール紙幣を１口として10口
100万円分を購入した。早速Ａ社に買い取って
貰おうと連絡を取るが、担当者不在と言われ、
そのうち連絡も取れなくなってしまった。

　［アドバイス］
　昨今急増している悪質商法の手口、いわゆる
「劇場型」勧誘です。複数の業者が仲間となっ
てそれぞれの役割を巧妙に演じつつ、消費者を
信用させ、業者の言うようにすれば儲かると思
いこませるものです。
　スーダンの通貨ポンドについても同様の被害
があります。ちなみに、イラクの通貨ディナー
ルあるいはスーダンの通貨ポンドなどは、現在
日本の銀行では取り扱っていないため、円に両
替することは困難です。また25,000ディナール
紙幣１枚を10万円で購入していますが、税関の
為替レートを参考にすれば2,000円程度にしか
なりません。

［事例３］　未公開株・社債

　以前、未公開株を購入したが、その会社は上
場もせず、また販売業者とも連絡がとれなくな
り、騙されたと思っていたところ、「Ｘ社の社
債を買えば、過去に購入した未公開株を買い
取ってあげる」と電話があった。業者の言葉を
うのみにし、社債を購入したものの、買い取り
の代金はいっこうに支払われない

　［アドバイス］
　利殖商法では、前述したような複数の業者が
登場して儲け話をもちかける「劇場型」、金融
庁などの公的機関を名乗り、関連情報を提供す
るとして信用させる「公的機関装い型」、代わ
りに購入すれば謝礼金をあげるとする「代理購

入型」、以前の損を取り戻してあげるという「被
害回復型」等々の手口で消費者を欺き勧誘して
きます。　購入した後に騙されたと気づいても、
会社がなくなっていたりして、お金を取り戻す
ことは難しいです。このような悪質な手口で老
後の生活資金すべてを失ったという深刻な事例
も報告されています。
　なによりも突然舞い込む「うまい儲け話には
要注意！安易に信じないこと」です。

　消費者が求めてもいないのに、生活の場であ
る住居を訪問したり、電話をかけてくる業者。
その巧妙かつ執拗な勧誘によって多くの消費者
被害が起きています。私たち消費者はそのこと
を十分認識した上で、行動することが大事です。
自分で自分の身を守らねばなりません。勿論、
訪問や電話勧誘する業者すべてが悪質商法の業
者ではありませんが…。
　玄関口に「訪問販売お断り」のステッカーを
貼ることも一定の効果はあります。ステッカー
を無視するような業者には、毅然として勇気を
もって断ることが、自分の身を守ることになり
ます。
　また、なにかあったら、すぐ最寄りの消費生
活センターやその存在がわからないときは全国
共通の消費者ホットライン「0570－064－370」
に相談しましょう！
　なお、（社）全国消費生活相談員協会では、週
末電話相談（年末年始を除く）を以下のように
行っています。

東　京　03-3448-1409
（土･日）

10：00 ～ 12：00
13：00 ～ 16：00

大　阪　06-6203-7650
（日） 同　上

北海道　011-612-7518
（土） 13：00 ～ 16：00
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ほっと　ブレイク

いっつもかあさん、ときどきライター
　

中
３
の
次
男
の
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
部
の
引
退
試
合
が
近
づ

い
た
。
と
い
っ
て
も
息
子
は
補

欠
な
の
で
、
試
合
時
は
ご
隠
居

様
状
態
な
の
だ
が
、
こ
の
チ
ー

ム
、
練
習
試
合
も
含
め
て
一
度

も
勝
っ
た
こ
と
が
な
い
。
創
部

間
も
な
い
の
で
伝
統
が
な
い
、

背
の
高
い
ス
タ
ー
プ
レ
イ
ヤ
ー

も
い
な
い
、
勝
ち
に
行
く
気
迫

も
あ
ま
り
な
い
。
た
だ
し
保
護

者
の
熱
意
は
ど
こ
に
も
負
け
な

い
。

　

当
初
は
上
級
生
の
親
へ
の
義

理
で
、
し
ぶ
し
ぶ
応
援
に
足
を

運
ん
で
い
た
我
々
だ
が
、
回
を

重
ね
る
う
ち
に
ノ
リ
ノ
リ
に
。

シ
ュ
ー
ト
が
決
ま
っ
た
時
に
は

総
立
ち
で
拍
手
。「
そ
こ
は
ド

リ
ブ
ル
違
う
、パ
ス
や
！
」「
藤

原
、
リ
バ
ウ
ン
ド
取
れ
！
」
と

指
示
も
飛
ば
す
。
し
か
も
よ
そ

の
お
子
様
を
呼
び
捨
て
。
こ
ち

ら
に
不
利
な
判
定
に
は「
え
～
、

今
の
フ
ァ
ウ
ル
ち
ゃ
う
ん
？
」

と
ブ
ー
イ
ン
グ
。
顧
問
の
先
生

か
ら
は
「
審
判
の
な
り
手
が
い

な
く
な
る
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も

大
声
で
不
満
を
言
わ
な
い
で
下

さ
い
」
と
釘
を
刺
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
…
。

　

う
ち
の
息
子
の
場
合
は
、
主

力
選
手
が
負
傷
の
手
当
て
を
し

て
い
る
間
に
３
分
で
も
出
番
が

あ
れ
ば
い
い
方
で
、
そ
ん
な
日

に
は
ケ
ー
キ
や
刺
身
を
買
っ
て

帰
り
、
長
男
や
娘
に
「
今
日
、

な
ん
か
あ
っ
た
ん
？
」
と
驚
か

れ
る
有
様
だ
が
、
自
ら
も
バ
ス

ケ
部
だ
っ
た
と
い
う
藤
原
君
の

お
母
さ
ん
な
ど
は
、
帰
宅
後
に

「
な
ん
で
あ
そ
こ
で
リ
バ
ウ
ン

ド
外
す
ん
？
」
と
、
試
合
内
容

を
厳
し
く
追
及
、「
ま
た
泣
か

せ
て
し
ま
い
ま
し
た
」

と
鼻
息
の
荒
い
メ
ー
ル

が
来
た
り
す
る
。

　

息
子
た
ち
か
ら
は

「
絶
対
に
来
ん
と
い
て

や
！
」
と
拒
否
さ
れ
る

が
お
構
い
な
し
。
と
こ

ろ
が
、
今
春
、
中
学
生
に
な
っ

た
娘
も
バ
ス
ケ
部
に
入
部
し
、

早
速
、
先
輩
の
試
合
で
歓
声
を

上
げ
て
い
た
と
こ
ろ
、「
集
中

が
途
切
れ
る
か
ら
、
試
合
中
は

や
た
ら
と
騒
が
ん
と
い
て
っ
」

と
怒
ら
れ
た
そ
う
だ
。
も
し
か

し
て
息
子
た
ち
の
チ
ー
ム
が
勝

て
な
い
の
は
、
我
々
の
応
援
で

リ
ズ
ム
を
崩
し
て
い
た
せ
い
か
？

　

次
男
が
保
育
園
の
こ
ろ
、
私

が「
三
百
六
十
五
歩
の
マ
ー
チ
」

を
口
ず
さ
ん
で
い
る
の
を
聞
い

て
、こ
う
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
休
ん
だ
方
が
い
い
ん
や
で
、

ず
っ
と
歩
い
て
た
ら
汗
か
く

も
ん
」。
歌
詞
は
「
汗
か
き

べ
そ
か
き
歩
こ
う
よ
…
ワ
ン

ツ
ー
ワ
ン
ツ
ー
、
休
ま
な
い

で
歩
け
」。
当
時
、
息
子
は

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
で
、
汗

を
か
こ
う
も
の
な
ら
、
た
ま

ら
な
く
か
ゆ
が
っ
た
。
そ
れ
も

一
理
あ
る
と
妙
に
納
得
し
、
今

も
諸
々
の
事
に
疲
れ
た
時
に

は
、
こ
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

　

ア
ト
ピ
ー
が
治
っ
て
も
何
事

に
も
汗
を
か
く
の
が
嫌
い
で
、

楽
な
道
を
探
し
て
要
領
よ
く

や
っ
て
き
た
息
子
が
、
は
じ
め

て
自
分
か
ら
汗
を
か
き
に
い
っ

た
の
が
バ
ス
ケ
の
部
活
だ
っ

た
。
汗
に
ま
み
れ
て
す
さ
ま
じ

い
臭
い
を
放
つ
練
習
着
や
靴
下

を
別
洗
い
す
る
の
も
あ
と
わ
ず

か
。
最
後
の
試
合
で
出
番
が

あ
っ
て
汗
を
か
け
れ
ば
い
い
な

と
思
い
つ
つ
、
嫌
が
ら
れ
て
も

や
っ
ぱ
り
応
援
に
行
こ
う
と

思
っ
て
い
る
。
集
中
を
乱
さ
ぬ

よ
う
、
少
し
は
遠
慮
が
ち
な
声

で
…
。

（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

　
　
　
　
　
　

佐
藤
カ
ヲ
ル
）

引
退
試
合
の
次
男
よ

　
　い
い
汗
か
い
て
こ
い

もうすぐこのユニフォー
ムともお別れ…
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北 海 道　011-615-2112

青 森 県　017-722-7002

岩 手 県　019-624-6642

宮 城 県　022-343-8763

秋 田 県　018-835-0020

山 形 県　023-623-4323

福 島 県　024-525-4085
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栃 木 県　028-625-2660

群 馬 県　027-224-1809

埼 玉 県　048-863-1873

千 葉 県　043-307-8272

東 京 都　03-3445-8751

神奈川県　045-212-1102

新 潟 県　025-283-5900

富 山 県　076-442-0285

石 川 県　076-262-7776

福 井 県　0776-25-2064

山 梨 県　055-232-1071

長 野 県　026-235-3612

岐 阜 県　058-216-3670

静 岡 県　054-272-7396

愛 知 県　052-953-7443

三 重 県　059-225-4181

滋 賀 県　077-524-2311

京 都 府　075-722-2051

大 阪 府　06-6943-5603

兵 庫 県　078-361-8097

奈 良 県　0742-33-3140

和歌山県　073-431-0657

鳥 取 県　0857-29-8590

島 根 県　0852-26-0651

岡 山 県　086-222-3598

広 島 県　082-532-1200

山 口 県　083-928-7512

徳 島 県　088-623-7400

香 川 県　087-862-3334

愛 媛 県　089-924-3305

高 知 県　088-872-4124

福 岡 県　092-651-5115

佐 賀 県　0952-25-1432

長 崎 県　095-824-6329

熊 本 県　096-362-3061

大 分 県　097-537-4858

宮 崎 県　0985-25-1466

鹿 児 島　099-222-8332

沖 縄 県　098-891-8960

H23.7.1 現在

都道府県生活衛生営業指導センター一覧

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）
〒163-0456
東京都新宿区西新宿 2－１－１　新宿三井ビル

株式会社太陽美術
〒135-0024
東京都江東区清澄 2－ 7－ 11

株式会社ダイワサービス
〒550-0011
大阪市西区阿波座 1－ 5－ 16　大和ビル

株式会社トーコン・システムサービス
〒113-0033
東京都文京区本郷 1－ 18－ 6　トーコンビル

アフラック募集代理店（特別）

株式会社ユニバーサルファミリー
〒164-0012
東京都中野区本町 4－ 45－ 9　ユニバーサルビル

芝サン陽印刷株式会社
〒104-0033
東京都中央区新川 1－ 22－ 13

社団法人日本サウナ・スパ協会
〒102-0074
東京都千代田区九段南４－８－30　アルス市ヶ谷907

菅原印刷株式会社
〒111-0051
東京都台東区蔵前 3－ 15－ 1

タカラベルモント株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂 7－ 1－ 19　タカラ椅子会館内

日本ハム株式会社
〒141-6014
東京都品川区大崎２－１－１
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